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Ⅰ 伊達市商業まちづくり基本構想について

１ 基本構想の目的

「伊達市商業まちづくり基本構想」は、「福島県商業まちづくりの推進に関す
る条例」（平成17年福島県条例第120号）第７条第1項の規定に基づき、令和
３年５月に策定しました。
この構想では高齢者や障がい者など誰もが身近な場所で買い物や交流が

出来る商業地づくりと新たな道路交通網が整備されたことによる新たな商業
サービス機能の両輪により、本市の今後の商業まちづくりを推進することを目
的としています。
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（１）基本構想の趣旨
本市は、平成18年１月に５町が合併し、５つの地域ごとに既存の商店街が形成

されています。本年４月に東北中央自動車道が全線開通し、市内に４つのICが
整備されたことにより、新たな人の流れがうまれています。
このような環境の中で、これからのまちづくりにおいては、市域全体を対象とし

た適正な土地利用と商業の振興に一体的に取り組み、「小売商業の視点」からの
将来の特色あるまちづくりを推進し、「歩いて暮らすコンパクトなまちづくり」を進め
ていく必要があります。

（２）基本構想の位置づけ
①既存計画との関係 …

②対象地域 … 伊達市全域

本市のまちづくりの基本的な指針となる「伊達
市第２次総合計画」や、 「伊達市都市計画マス
タープラン」 等を上位計画とし、将来の商業ま
ちづくりの方向性を明らかにするための構想
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２ 商業まちづくりの推進に関する基本的な方針

（１）商業まちづくりの目標像・基本方針
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市民誰もが楽しく過ごせる持続可能な商業地づくり

 「健幸に住み続けられるまちづくり」に寄与する商業地を形成する。

 環境負荷の軽減につながる商業集積地を形成する。

 既存施設を有効に活用しながら多様な機能配置による商店街の再生を
進める。

 東北中央自動車道（相馬福島道路）の開通にあわせた観光・交流等の多
様な機能を導入する。

 住民の多様なニーズに応えられる選択性を持った商業・サービス機能を
配置する。
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（２）小売商業施設の配置の基本的な考え方

 「中心都市拠点」

 「新たな都市機能の誘導拠点」

 「沿道型商業業務ゾーン」
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（３）特定小売商業施設を誘導する区域

【伊達桑折IC周辺】
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【保原駅前周辺】



３ 商業まちづくりの推進のための施策に関する事項

【小売商業振興に関する施策】

個々の商店街利用者の特徴やニーズを踏まえつつ、その再生・活用に
向け、地域に密着した取組みを促進し、商店街の活性化を目指します。
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【地域貢献活動の推進】

特定小売商業施設は、その規模の大きさ故、地域に期待される役割が
大きいことや立地によるまちづくりへの影響が大きいことなどから、周辺市
町村の意見に配慮しながら、設置者と連携し、地域との共存共栄に向け
た地域貢献活動の取り組みの働きかけを行います。

特定小売商業施設以外の小売商業施設の設置者については、県が作
成している「特定小売商業施設の地域貢献活動事例集」などを参考にし
ながら、設置者と連携して地域の活性化に繋がる商業まちづくりの推進
に取り組んでまいります。



Ⅱ 伊達市第２次総合計画について

１ 総合計画の趣旨等

（１）計画の趣旨

（２）計画の性格
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平成27年度に「伊達市第２次総合計画」を策定し、本市の目指すべき新し
いまちの姿（将来都市像）と、全ての分野にわたって共通するまちづくりの基
本的な考え方（理念）、主たるまちづくりの分野ごとの目標（政策）を定めるも
のであり、計画の期間は平成27年度から令和４年度としています。

本計画は、本市が行う全ての政策、施策、事業の根拠となる最上位の行
政計画です。
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２ まちづくりの方向性

（１）まちづくりの政策

（２）施策の基本方針
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本市のまちづくりの骨格
をなす「まちづくりの政策」
において、産業分野につい
ては「地域の魅力が輝くま
ちづくり」として、右記のよう
に掲げています。

平成３０年３月東北中央自動車道（相馬福島道路）の一部開通、令和３年４月全線

開通により広域的な交通利便性が飛躍的に向上し、商業圏の拡大など本市の産業
振興の可能性が大きく広がることが期待されています。特に、国道４号に開設される
インターチェンジ周辺においては、多機能複合型商業施設の実現により、雇用と交
流人口の増加を目指します。
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Ⅲ 伊達市都市計画マスタープランについて

（１）計画の趣旨

「伊達市都市計画マスタープラン」は、本市の都市計画に関
する基本的な方針として、目標年次を令和47年度として平成28
年３月に策定しました。

市をとりまく環境の変化を的確に捉え、20年後の伊達市を見
据え、都市のあるべき姿や土地利用、交通、環境、景観、都市
施設や生活環境など、まちづくりの様々な分野にいたる総合的
な指針を示すものです。
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（２）将来都市構造
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（３）伊達地域まちづくり方針
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Ⅳ （仮称）国道４号IC周辺土地利用構想について

（１）計画の趣旨

「（仮称）国道４号IC周辺土地利用構想」は、東北自動車道
（相馬福島道路）のインターチェンジ整備を契機に、交通アクセ
ス条件や都市機能の集積、良好な地域環境など、恵まれた立地
条件を活かした計画的な土地利用の誘導や将来を見据えた望
ましい地域整備を目的として、平成28年３月に策定しました。

本構想は、伊達市の復興再生と発展に寄与するため、東北
中央自動車道（相馬福島道路）の（仮称）国道４号IC周辺（IC周
辺２km圏）を対象に、市の将来の発展を見据えた地域整備構想
の検討を行うとともに、今後重点的に整備を行う地区を対象とし
た土地利用計画の作成、土地利用の実現に向けた整備方策や
整備効果等を示すことを目的としています。
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（２）土地利用構想図
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（３）（仮称）国道４号IC周辺整備の方向性

（仮称）国道４号IC周辺については、地域住民との協議と近隣市町との連携
により、広域的な商業・交流機能や健康・医療機能等の導入を促進し、都市機
能を充実します。

（４）賑わいを生む新たな産業の拠点

産業、特に商業の交流拠点としての役割も活
性化し、伊達地域は地域外からの購買流入が
うかがえる地域であることからも、東北中央自動
車道のICの整備によって、その傾向に拍車が
かかることが予想されます。
県北地域、伊達地域のゲートウエイ的な存

在でもあるIC周辺に、地域の賑わいを生む大
型商業施設を含めた工業・流通業務施設の開
発計画を促進すると位置付けています。
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Ⅴ 県北都市計画地区計画 堂ノ内地区計画について
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（１）地区計画の目標

（２）地区整備計画

本地区は、土地区画整理事業による
健全な市街地の形成を図り、地域住民
との協議と近隣市町との連携により、広
域的な商業・交流機能や健康・医療機
能等の導入を促進し、公共の福祉の増
進に資することを目標としています。

【道路】
・幹線道路 W=１２ｍ
・区画道路１号 W=１６ｍ
【地区の区分】
・A地区：近隣商業地域の範囲内
・B地区：第一種住居地域の範囲内

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の５第１項第２号イ並びに伊達市市街化
調整区域における地区計画制度に基づき、堂ノ内地区計画を令和３年２月に決定しました。


